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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第39期

第３四半期連結
累計期間

第40期
第３四半期連結

累計期間
第39期

会計期間

自平成25年
 １月21日
至平成25年
 10月20日

自平成26年
 １月21日
至平成26年
 10月20日

自平成25年
 １月21日
至平成26年
 １月20日

売上高 （百万円） 118,826 115,687 154,828

経常利益 （百万円） 5,142 5,129 5,962

四半期（当期）純利益 （百万円） 3,242 3,105 3,712

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,850 3,649 4,669

純資産額 （百万円） 81,735 85,156 82,554

総資産額 （百万円） 153,059 151,587 146,479

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 195.73 187.46 224.08

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 52.2 54.9 55.1

 

回次
第39期

第３四半期連結
会計期間

第40期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成25年
 ７月21日
至平成25年
 10月20日

自平成26年
 ７月21日
至平成26年
 10月20日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 92.42 116.57

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２【事業の内容】

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策を背景に雇用環境が改善され、緩

やかな回復基調にありましたが、４月の消費税率引き上げ以降は、電気料金やガソリン価格が高止まりの状況とな

り、生活必需品の値上げも相次いだことから消費者の生活防衛意識が高まり、天候不順の影響も相まって、個人消

費の回復に遅れが生じております。また、一段の円安により輸入原材料のさらなる価格高騰が懸念される一方で、

ウクライナ情勢や中東の紛争激化、ユーロ圏経済の低迷などによる海外経済に対する不安感から輸出は伸び悩み、

景気の本格的回復には、まだ時間を要する状況で推移しております。

このような状況の中、当社グループでは、経営環境の大きな変化に対応すべく、さらなる企業価値向上を目指し

て、新たなグループ理念・グループビジョンを策定するとともに、中期経営計画「Challenge the Next Stage」を

スタートさせ、将来の持続的成長の実現に向けた取り組みを積極的に展開いたしました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、1,156億87百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益52億16

百万円（前年同期比2.0％増）、経常利益51億29百万円（前年同期比0.2％減）、四半期純利益31億5百万円（前年

同期比4.2％減）となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

 ①飲料販売部門

飲料業界におきましては、消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要の反動減に加えて、最需要期である夏場の低

温傾向などから販売が伸び悩んでおります。業界全体の販売数量が伸びない中で、企業間のシェア確保に向けた販

売競争はさらに激化しており、販売費の大幅な増加に加えて、円安による原材料コストの上昇などもあり、収益確

保に向けた経営環境はさらに厳しさを増しております。

このような状況の中、当社では消費税率の変更に伴い、政府方針や一般社団法人全国清涼飲料工業会の基本方針

に従い、当社商品への適正な価格転嫁を行いましたが、個人消費の回復の遅れや天候不順の影響などにより、販売

実績は厳しい状況で推移いたしました。

商品面では、厳選したコーヒー豆を使用し、創業以来こだわり続けてきたブレンド技術を駆使して開発した「ダ

イドーブレンド」ブランドの美味しさをより多くの皆様に知っていただくため、「ダイドーブレンドBLACK」や

「ダイドーブレンド おいしさ続く微糖」を発売し、ボトル缶コーヒーのラインアップを拡充したほか、従来の缶

コーヒーとは一線を画したサプライズな新商品として「ダイドーブレンド 泡立つデミタス エスプレッソ」を発売

いたしました。また、近年の健康ニーズの高まりに着目し、“海洋ミネラル深層水”を製品特徴とした「miu」ブ

ランドをリニューアルするなど、ソフトドリンクのラインアップ強化に注力いたしました。

自販機の導入につきましては、「ヒートポンプ自販機」「LED照明自販機」など地球環境に優しい節電効果の高

い「エコ自販機」を積極投入し、地域社会やお客様に支持される自販機網の拡充に注力したほか、当社自販機の魅

力をより多くの皆様に知っていただくため、TV-CM「DyDo自販機」を放映するなど、広告販促の効果的活用によ

り、収益確保に努めました。

以上の結果、飲料販売部門の売上高は、954億11百万円（前年同期比3.7％減）、セグメント利益は、36億52百万

円（前年同期比3.7％増）となりました。

②飲料受託製造部門

飲料受託製造部門である大同薬品工業株式会社は、医薬品を中心とする数多くの健康・美容飲料等のドリンク剤

の研究開発を重ね、お客様ニーズにあった製品の創造と厳格な品質管理や充実した生産体制により、安全で信頼さ

れる製品を製造しております。

しかしながら、近年、ドリンク剤市場は減少傾向にあり、ここ数年の成長をけん引してきた機能性・美容系ドリ

ンクも飽和状態となるなど、市場環境は厳しい状況で推移しております。

このような状況の中、大同薬品工業株式会社は、業界No.1受託メーカーとしての飛躍をめざすべく、安全・安心

な生産体制の維持強化、効率化の推進によるコスト削減の徹底を図るほか、受注拡大に向けて、大手医薬品等有力

メーカーへの積極的な提案営業を展開いたしました。

以上の結果、飲料受託製造部門の売上高は、75億57百万円（前年同期比3.5％減）、セグメント利益は、9億63百

万円（前年同期比0.5％減）となりました。
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③食品製造販売部門

食品製造販売部門である株式会社たらみは、フルーツゼリー市場においてトップシェアを有し、卓越した知名度

とブランド力で事業基盤を確立し成長を続けておりますが、今般、「たらみ」ブランドのさらなる価値向上を目指

すべく、新たな経営理念を策定し、その象徴として新たなコーポレートロゴを導入いたしました。

フルーツゼリー市場での確固たる地位を築きつつ、より付加価値の高い商品、新たなデザート市場・販売チャネ

ルの開拓を志向し、お客様の驚きや感動を生む商品を提供すべく、新しい分野の商品として「カロリコカロリカシ

リーズ」を発売したほか、「甘くって濃いシリーズ」や「ごろっと果実シリーズ」など、市場のニーズにマッチし

た商品を投入し、コンビニエンスストアへのさらなる浸透を図りました。

以上の結果、食品製造販売部門の売上高は、127億18百万円（前年同期比6.3％増）、セグメント利益は、5億99

百万円（前年同期比5.1％減）となりました。

(2）財政状態の分析

   当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度末と比較して51億7

百万円増加し、1,515億87百万円となりました。

 負債は、仕入債務の増加などにより、前連結会計年度末と比較して25億4百万円増加し、664億30百万円となりま

した。

 純資産は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末と比較して26億2百万円増加し、851億56百万円とな

りました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

Ⅰ．基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社のお客様、従業員、お取引先様、地域社

会、株主の皆様など、当社を巡るステークホルダーとの共存共栄を図り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

の確保と向上に資する者が望ましいと考えております。

もっとも、当社の株主の在り方については、株主は資本市場での自由な取引を通じて決まるものであり、また会

社を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思に基づき判断されるべきであることから、会社の支配権の

移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えま

す。

しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、買収の目的等が、企業価値ひいては株主共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、

対象会社の取締役会や株主が当該買付の内容を検討・判断し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するた

めの必要な時間や情報を与えることなく行われるもの、買付の対価の価額、買付の手法等が対象会社の企業価値ひ

いては株主に対して不適当なもの、対象会社と対象会社を巡るステークホルダーとの間の関係を損ねるおそれをも

たらすものなど、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものもありえます。

当社は、このような大規模買付行為や買付提案を行い、当社の企業価値及びブランド価値ひいては株主共同の利

益に反する重大な悪影響を与えるおそれをもたらす行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者として適当でないと考えます。
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Ⅱ．基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。これらの取組みは、会社の支配に

関する基本方針の実現に資するものと考えております。

１．中期経営計画を軸とする企業価値向上への取組み

企業価値の向上を目指して、新たな企業理念及びビジョンを制定し、「中期経営計画Challenge the Next

Stage」をスタートしております。「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。」の理念のもと、持続的成長の実

現に向けたチャレンジを続けてまいります。

２．コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化による企業価値向上への取組み

当社は、健全な企業活動とコンプライアンスを徹底し、経営の透明性と効率性を高めることにより、お客様、

従業員、お取引先様、地域社会、株主の皆様など、各ステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価値の増

大に努めることをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。

当社の取扱商品は清涼飲料というお客様の日常生活に極めて密着したものであり、特に、お客様からの信頼は

経営上の最重要事項であります。このため、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化及びそれぞれの組織機能

における効率化を図ることにより、お客様の声をより身近に聴き、経営に反映させることができる会社形態を

とっております。さらに、経営の透明性確保の観点から、本年４月開催の第39回定時株主総会において、社外取

締役２名を選任いたしました。

当社は、引き続き、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、さらなる当社グループの企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上に注力していく所存であります。

Ⅲ．会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み

当社は、平成20年１月15日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」

を導入し、直近では平成23年４月14日開催の定時株主総会において株主の皆様にご承認いただき継続（以下「現プ

ラン」といいます。）しております。

現プランへ継続後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の動向及び様々な議論の進展を踏まえ、そ

の在り方について検討してまいりましたが、平成26年３月３日開催の取締役会において、本プランとして継続（以

下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。）することを決定し、平成26年４月16日開催の定時株主総会にお

いて株主の皆様にご承認いただいております。

その概要は以下のとおりです。

１．本プラン導入の目的

本プランは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、また

は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらか

じめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。

以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいま

す。）について、①実行前に大規模買付者に対して、必要かつ十分な情報の提供を求め、②当社が当該大規模買

付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、③株主の皆様への当社経営陣の計画や代替案

等の提示並びに必要に応じて大規模買付者との交渉を行うことにより、株主の皆様に必要かつ十分な情報及び時

間を提供し、株主の皆様が当該大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断を行うことができるようにすること

を目的としております。

２．大規模買付ルールの概要

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会によ

る一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものであります。

EDINET提出書類

ダイドードリンコ株式会社(E00424)

四半期報告書

 5/18



３．大規模買付行為がなされた場合の対応

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であった

としても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得す

るに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

　ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社

に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断し

た場合には、独立委員会の勧告を経て、また必要に応じて株主総会の承認を得たうえで、対抗措置をとることが

あります。

４．株主・投資家等の皆様に与える影響等

大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、

本プランの導入は株主及び投資家の皆様の共同の利益に資するものであると考えます。

　また、当社取締役会が企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置を発動した際に

も、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想

定しておりません。

５．本プランの有効期間等

本プランの有効期間は、平成29年４月に開催予定の定時株主総会終結時までの３年間としております。

　ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。

Ⅳ．本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みは、以下の諸点より、会社の支配に関する基本方針に沿うも

のであります。

　本プランは、イ.経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保また

は向上のための買収防衛策に関する指針」に定める要件を充足し、平成20年６月30日に発表した企業価値研究会の

報告書の内容も踏まえていること　ロ.株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること　ハ.株主

の意思を反映するものであること　ニ.独立性の高い社外者の判断を尊重するものであること　ホ.発動のための合

理的な客観的要件を設定していること　ヘ.デッドハンド型買収防衛策ではないこと等、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、652百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年10月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年12月３日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,568,500 16,568,500
株式会社東京証券取引所

市場第一部
単元株式数 100株

計 16,568,500 16,568,500 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成26年７月21日～

平成26年10月20日
－ 16,568,500 － 1,924 － 1,464

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成26年７月20日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成26年７月20日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式(その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式        900
－ －

（相互保有株式）

普通株式      2,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,562,600 165,626 －

単元未満株式 普通株式      3,000 － －

発行済株式総数 16,568,500 － －

総株主の議決権 － 165,626 －

 

②【自己株式等】

平成26年７月20日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

ダイドードリンコ

株式会社

大阪市北区中之島　

二丁目２番７号
900 － 900 0.00

（相互保有株式）

株式会社秋田ダイ

ドー

秋田県秋田市御野場

二丁目１番７号
2,000 － 2,000 0.01

計 － 2,900 － 2,900 0.01

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年７月21日から平

成26年10月20日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年１月21日から平成26年10月20日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年１月20日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年10月20日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,498 48,822

受取手形及び売掛金 14,474 16,059

有価証券 24,425 10,919

商品及び製品 4,968 6,826

仕掛品 6 14

原材料及び貯蔵品 1,295 1,345

その他 2,855 2,694

貸倒引当金 △19 △23

流動資産合計 81,503 86,660

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 17,426 20,291

その他（純額） 17,035 15,068

有形固定資産合計 34,461 35,359

無形固定資産   

のれん 5,674 5,444

その他 6,034 5,655

無形固定資産合計 11,709 11,100

投資その他の資産   

投資有価証券 12,563 12,238

その他 6,266 6,248

貸倒引当金 △24 △19

投資その他の資産合計 18,805 18,467

固定資産合計 64,976 64,926

資産合計 146,479 151,587
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年１月20日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年10月20日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,514 19,068

短期借入金 4,693 6,147

未払金 11,298 11,905

未払法人税等 1,826 1,315

賞与引当金 1,032 1,699

役員賞与引当金 － 26

その他 7,257 4,629

流動負債合計 42,623 44,792

固定負債   

長期借入金 12,820 13,923

退職給付引当金 173 206

役員退職慰労引当金 732 167

その他 7,575 7,340

固定負債合計 21,302 21,637

負債合計 63,925 66,430

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,924 1,924

資本剰余金 1,464 1,464

利益剰余金 76,472 78,583

自己株式 △4 △4

株主資本合計 79,856 81,968

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 295 746

繰延ヘッジ損益 56 40

為替換算調整勘定 513 541

その他の包括利益累計額合計 866 1,328

少数株主持分 1,831 1,859

純資産合計 82,554 85,156

負債純資産合計 146,479 151,587
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年１月21日
　至　平成25年10月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月21日
　至　平成26年10月20日)

売上高 118,826 115,687

売上原価 54,294 52,307

売上総利益 64,532 63,379

販売費及び一般管理費 59,415 58,162

営業利益 5,116 5,216

営業外収益   

受取利息 309 133

有価証券売却益 70 2

受取賃貸料 41 7

その他 371 364

営業外収益合計 792 508

営業外費用   

支払利息 556 440

持分法による投資損失 4 48

その他 206 106

営業外費用合計 766 595

経常利益 5,142 5,129

税金等調整前四半期純利益 5,142 5,129

法人税等 1,785 1,943

少数株主損益調整前四半期純利益 3,356 3,186

少数株主利益 113 80

四半期純利益 3,242 3,105
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年１月21日
　至　平成25年10月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月21日
　至　平成26年10月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,356 3,186

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 201 450

繰延ヘッジ損益 △19 △15

為替換算調整勘定 97 △8

持分法適用会社に対する持分相当額 214 36

その他の包括利益合計 494 462

四半期包括利益 3,850 3,649

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,735 3,568

少数株主に係る四半期包括利益 115 80

 

EDINET提出書類

ダイドードリンコ株式会社(E00424)

四半期報告書

13/18



【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　 （税金費用の計算）

　 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

 用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（追加情報）

（役員退職慰労金制度の廃止）

当社及び一部の連結子会社は、平成26年４月開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち

切り支給を決議いたしました。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分125百万円を長期未払金として固

定負債の「その他」に含めて表示しております。

なお、一部の連結子会社につきましては引き続き役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額

を「役員退職慰労引当金」に計上しております。

（法人税率の変更等による影響）

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以後に開始する連結会

計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延

税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年１月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差

異について、前連結会計年度の37.8％から35.4％に変更されております。

        なお、この変更による影響は軽微であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年１月21日
至　平成25年10月20日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年１月21日
至　平成26年10月20日）

減価償却費 9,033百万円 9,295百万円

のれんの償却額 230百万円 230百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年１月21日　至　平成25年10月20日）

　　 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の

総額

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年４月16日

定時株主総会
普通株式 662百万円 40円 平成25年１月20日 平成25年４月17日 利益剰余金

平成25年８月26日

取締役会
普通株式 497百万円 30円 平成25年７月20日 平成25年９月24日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年１月21日　至　平成26年10月20日）

　　 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の

総額

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年４月16日

定時株主総会
普通株式 497百万円 30円 平成26年１月20日 平成26年４月17日 利益剰余金

平成26年９月１日

取締役会
普通株式 497百万円 30円 平成26年７月20日 平成26年９月22日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成25年１月21日 至平成25年10月20日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
飲料

販売部門
飲料受託
製造部門

食品製造
販売部門

計

売上高       

外部顧客への売上高 99,036 7,831 11,958 118,826 － 118,826

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 583 25 609 △609 －

計 99,036 8,414 11,984 119,435 △609 118,826

セグメント利益 3,521 968 632 5,122 △6 5,116

　　 （注）１．セグメント利益の調整額△6百万円には、セグメント間取引消去0百万円、棚卸資産の調整額△6

　　　　　　　百万円が含まれております。

　　　　 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成26年１月21日 至平成26年10月20日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
飲料

販売部門
飲料受託
製造部門

食品製造
販売部門

計

売上高       

外部顧客への売上高 95,411 7,557 12,718 115,687 － 115,687

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 495 33 528 △528 －

計 95,411 8,052 12,751 116,215 △528 115,687

セグメント利益 3,652 963 599 5,215 0 5,216

　　 （注）１．セグメント利益の調整額0百万円には、セグメント間取引消去0百万円、棚卸資産の調整額△0

　　　　　　　百万円が含まれております。

　　　　 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年１月21日
至　平成25年10月20日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年１月21日
至　平成26年10月20日）

１株当たり四半期純利益金額 195円73銭 187円46銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 3,242 3,105

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 3,242 3,105

普通株式の期中平均株式数（株） 16,566,926 16,566,874

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

 平成26年９月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　(イ）中間配当による配当金の総額……………………497百万円

　(ロ）１株当たりの金額…………………………………30円

　(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成26年９月22日

　　 （注）　平成26年７月20日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年12月２日

ダイドードリンコ株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 北 山　 久 恵　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 小 幡　 琢 哉　 印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイドードリン

コ株式会社の平成26年１月21日から平成27年１月20日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年７月21日

から平成26年10月20日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年１月21日から平成26年10月20日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイドードリンコ株式会社及び連結子会社の平成26年10月20日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

 　　　 ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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